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いわゆる「筑波大学法案」（学校教育法一部改正

案司立学校設置法ー部改正案，教育公務員特例法

一脅敬正案）が2月17日司会に上程されて以来，

この法案の問題点，危険性，波汲効果等について，

即こ多くの解説や論評が出されているので，新たな

論点を加える余地は余りない。しかし問題が，すで

に65日間と，大巾に延長された国会に持込まれて

いるという時点であり，国民の諸階層が，この法案

のなりゆきがどうなるかと注目している時点でもあ

る．そして，大学関係者がこの法案をどのように考

えているかについても注意が注がれている．

この小論は，職組理支郷教官部会での研究討論や

支部での学習会での討歯等を基礎に本見を加えまと

めたものである．

（日本学術会議は， 4月26日総会で，この法案

に反対する声明を援択し，またいくつかの大学

の教授会でも反対声明が出されている．）

「教育は百年の大計」といわれるが，国の将来を

荷う次の世代の教育において，一歩その方向を誤ま

れば，極めて重大な事態を招くということは，既に

戦前の歴史において，われわれは，自ら体験したと

ころである．鞍後の新しい教育体制は，この反省の

上にたって，新憲法と教育基本法のもとに，平和と

民主主義の理念をかけず，国家目的のための教育で

はなし国民の教育織を基礎にスター卜した。

具体的には，次の諸点がその往であり，戦後の教

育改革の中で法制化され，これが日本の土猿に定着

し発展することを国民の多くは期待した．

(I湾攻育目的……・教育勅語による天皇と国家のため

の教育から，平和と民主主義，各人の個性の豊かな

発展を目指す。（教育基本法）

筑波法案について
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8日：学部自治に関する討諭集会
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1 2月2I日：協議会評議員選挙手続検

討委員会設置を否決

戦後の新教育の理念

1月I7日：自治懇主催討論集会

「学部自治についての各階

層のか〉わり方」について

1月25日：臨時協議会学部長選手続

改革についての要望で一般

投票に総長発令の定員外職

員を加える件を可決他は

否決。

1月I9日：理学生大会竹本問題で無

期ストを決議

2月16～17日：増員要求委員会上京行動

3月12日：学部長選一般投票

過半数で森教授を選出

3月I5日：協議会暫定方式で評議員

を選出

1973年

4月24日：筑波法案に関する理学部研

究集会。
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ω国民の教育権…・・・・戦前の教育権は，天皇および

国家にあったのが，主権在民の憲法にもとづき，教

育の主体が彊民にあるとされた。これは教育に関す

る重要なことは勅令等で決められていた戦前の効令

主義から，国民の代表である国会で決めるという法

律主義がとられた。

もう一つの重要な内容は，教育の中央集権化を廃

し地方分躍し，国民によって遷ばれた教育委員会に

よって教育行政治：行なわれるという点である。（公

選制の教育委員会法；昭和23年制定｝

(3）教科書の自由選択制．．．．．．教育内容の国家統制（

国定教科書害）を廃し，教員の良心による教育内容の

遺択。

（心教員の身分制を廃し，校長以下教師の協議による

教育。

（＠教育の機会均等， 6・3・3制によれ義務教育

を前期中等教育まで延長，高等教育の門戸開放。

新制大学の制度にあっても戦後の教育改革の理念

に従って，鞠自の，天皇制国家の高級官吏の養成を

目的とした帝国大学から，国民のための大学として

多数の国民の高等教育の要求に応える機関として，

(1）学問・研究・思想の自由の保持と，これにもとづ

く真理の探求を媒介とした社会への奉仕．

(;2帰来平和で民主的な社会の指導者たるにふさわし

い青年男女のための「一般教養教育 J

。）「専問敵育」と「専問研究Jを

統一的に行なうものと位置づけられた。

このため具体的には，地方に多くの新宿j大学を設

置し，国民がどの地減にあっても均しく「総合的」

な高等教育を受けられるよう図られた．新制大学は

殺前の複線的な目的別単科大学や専問学校ではなく

「一般教養」「専問教育 J「専問研究 Jを行なう

複数の学部を備えた単線的な総合大学として設置さ

れた．

また，学聞の自由の保障の必須条件として教員の

身分保障を定めた教育公務員特例法（昭和24年）

が制定された．

このように戦後の大学教育の改革は，憲法・教

育基本法にもとずき，幼稚園から大学までの一貫し

た学校教育制度の中に位置づけられ，スター卜した

のであった．

この戦後の教育改革の精神は額めて秀れた内容を

もっていたのであり2 われわれ大学関係者は，その

実現のために不断の努力を払う責務を負っていると

いえよう．

今日， 「中教審答申」も含め，教育のあり方，大

学制度のあり方について，さまざまな議論がなされ

ているが，この問題を考える際大切なのは，筑波注

案も含めてであるが，小中高から大学まで含めた，

教育体系金体の問題として把えることであり，さら

に戦後の教育改革の原点とその理念にたちかえって

それが，どのように実現してきたか，また，実現し

なかったか，またその原因は何かの検討を抜きにす

ることはできないということである．

あるものは，この珪念を否定するために，さまざま

な材料をもち出して論証を行なっている。またその

ためにはいろんな材料を集めることもできょう。

しかし，われわれは，戦後の新教育の理念の実現

のために，どれだけの努力を行なってきただろうか。

また政府はこの新教育体制の充実と発展のために，

．どれだけ制度的，財政的保障を行なってきただろう

か．これらの点の検討を綾きにして，現実における

否定面のみを見て，原点を否定することは易しいが

そこからは新らしい改善の方向は見出し得ないので

Jまなかろうか。この意味で鞍後の教育体制の変遷に

目を注いでみるのは有意義であろう。

戦後教育の変遺

戦後の経済復興期から町立長期へかけて，さらに高度

成長の矛盾がいたるところに噴出している今日にい

たるまで，新教育の理念とその体制は，すニやかな

成長どころか，間新なき逆行と反動化の受難の歴史

を経てきた。

それは制度的には，昭和29年の「教育ニ法」（

義務教育学校教員の政治的中立および校長の管理

職化）の成立による日教組の弾圧。昭和31年「新

教育委員会法」を等宮隊の導入のもとで強行成立さ

せ，二れにより，験後の新教育の理念を支える制度

-2 -
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的保障の一つであった教育委員の公選制を莞止し，

任命傷jへと切替えられ，教育の中央集権化が図られ

ていった。さらに，昭和 32～3 4年にかけて，教

員に対する勤務評定の実施，さらに近年にいたって

は，教員の聖職化や，今国会に提出されている教頭

法制化法案（管理職化・→職階制の導入強化）など

にみられるように，教員をがんじがらめにしばりつ

ける方向での制度化が進められるとともに，教育内

容においても，昭和3I年「教科書法案」は国会で

審議未了になったものの，文部省による教科書検定

が強化され，また文部省による学習指導要領の改変

のたびに，戦後の平和と民主主義を基調とする教育

が後退させられて行った．昭和32年には道徳教育

の時間の特設，昭和34年社会教育法の改悪，昭和

3 8年には，教科書無償という名による実質的な

教科書統制法が制定され，昭和40年には，中教審

の“期待される人間像”の中間報告（後期中等教育

の目標）等々………

このようにして，今日の初等，中等教育は「つめ

こみ主義」「能力遷別主義」と，教員における「三

ざる主義」（見ざる，言わざる，聞かざる）により

記憶に新しいところである。それを機に，中教審の

答申が出され，戦後何回か試みられてきた大学管理

法の実現と，戦後の新制大学（総合大学）の理念へ

の挑戦が，小・中・高教育の反動化の集大成として

押し進められようとしている。このために都合のよ

い材料もいくつか準備されている．例えば，大学内

における暴力的事態に対する大学の管理能力の欠如

’大学の閉鎖性，入試地獄と国民の教育要求の質的

量的拡大。これらを逆手にとって，高等教育に種別

化，複線化を導入し，大学における総合教育を職業

教育へと短絡させ，能率的運営を標務して，学問研

究の自由を支える基盤をくつがえそうとするねらい

は戦後の教育体制の変遷をみるならば，その延長

上に容易に続みとることができるであろう。

中教審苔申と財政誘導

「筑波法案」刀法文そのものからは，それが大学

の管理運営についてどのような影響をもたらすかに

ついては，当面，筑波大学に限定された部分と，そ

深刻な状況にたちいたっていることについては，す れの波汲効果の部分とに分けられるが，前者にあっ

でに各界から多くの指摘がなされている通りである。 ては，冨；1J学長人事委員会，参与会，学系学君事等，

極めて重要な点が指繍されている．後者にあっては，

学校教育法のー部改正による， 「学部以外の教育，

研究の基本組織をおくことができる」という点および，

従来は単一の学部をおく単科大学が，特例的存在で

あり， 「大学には数個の学部を置くことを常例とす

る．」待合大学制の理念が法官Hヒされていたのが，

「大学には学部を置くことを常例とする Jという風

に，単科大学の特別扱いは廃止され，多様化された

大学の設置の方向が示されている点である。（これ

はまた大学聞の格差の増大にもつながるであろうJ

ところで，このように法律上の枠が拡げられたから

といって，それだけ大学の自主性や，自由が増大し

たことになるだろうか。

これは大学の教育，研究条件を整備するための予

算要求とその実現の過程に密接に関係している。

毎年5月期に各部局で作製される次年度の概算要

求（単なる設備，建物等の予算のみならず，新しい

大学制度改変の試み

大学に対する管理，統制についての試みも上述の

動きと併行して，幾度か繰返されてきた．即ち，昭

和26年「国立大学管理法案」の国会提出審議未

了廃棄。昭和 3I年，大学設置基準の省令化，昭和

3 8年いわゆる第3次大学管理法案を発表・・・・・・・

問調童会上呈断念・・・・・・・このように，大学運営に

おける中央集中化，学長等に対する文相の任命拒否

抱等々を内容とする「大管法」は，その都度教授

会等も含む，大学関係者と国民の側からの強い反対

によってその実現が阻まれてきた。しかし，昭和 44

年，大学紛争を機に，暴力学生の横行と，大学内

部からの自治破獲さとテコとして「臨時措置法Jが強

行成立させられる結果となったことは，われわれの

句
、

u
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罪事度要求や，機構改革の要求も含まれる．）は， 5 

-6月にかけて，大掌本郁でまとめられ，本割渚へ

提出される．文部省は各大学の事情を聴取して， 8

月末ごろまでに各大学から出された概算要求を参考

にして，文部省として大蔵省に提出する複算要求を

まとめ，（この段階で自民党文教会との調整が行なわ

れる．）提出する．大蔵省は，政府，与党の予算編

成方針のもとに大蔵省原案をつくり，各省庁との復

活接渉をする。老の上で，政府案が快定される（ 1 2 

月下旬）．これが国会審織にかけられることになる

．勿鎗大学の末端から要求されたものが，すべてそ

のまま国会へ行くわけではなく，各段階でふるいわ

けられ，修正されたりする．

この過程の中で文調渚の行政院指導，財政的誘導

が行なわれていることになる。

文部省は例年5月，国立大学事務局長会議を開く

が，その際，次年度の概算要求のf伺裂にあたって，

文部省の考えを示し，それにもとづいて各大学が概

算要求を行なうよう強い行政指導を行なっていると

伝えられる．例えば， 「昭和48年度国立学校特別

会計概算要求について.（ 47 •. 5. 24) 

高等教育の改革については，さきの中央教育

審議会の答申に示された方向を基礎に，現行制度と

その運用状況との関連をも考慮し，今後の具体的な

施策をすすめていくことにしている．このため，長

期的な展望のもとに全体の施策の調整を図りつつ，

各種の審議会，調査会等の各種の審議の成果および

各大学における自主的な改革実施のための検討の成

果のうえにたって改革の推進に努めるものとする。

昭和48年度国立学校特g,陰計の概算要求にあたっ

ては，これらの審議検討の状況等を勘案して，改

革の方向に治うものを重視することとし，従来の形

態にとらわれない新しい試みについてもじゅうぶん

検討する．（以下略）

一、国立学校の 5 教員養成

教員の養成と資質の向上にか〉る社会的要請に対

処し，初等教育教員の養成，現職教員の再教育のた

めの新しい構想による大学・大学院の創設について

の準備調査を行なう。

（以下略）・・・・・・・ J「日本の科学者」第8巻 3号

( 1 9 7 3年） 2 5頁参照・・

要するに大学から出されてくるさまざまな新しい

組織の設置，機構の改革や，予算要求の中で，中教

審の方向に沿うもの等を重視する．しかも，これは

文部省と政府与党で決めるということである．そし

て，そのために，法律の枠も鉱げである（筑波法案

）ということであろう．

このように，百年の計といわれる教育・研究の方向

向が，続めて生ぐさい政治の流れの中で決められて

行くことになるのである．そして筑波方式の大学が

今後各地の学園都市の中心として，どんどん新設さ

れていくと危倶するのは憶測にすぎないであろうか．

｛文責教官部会加藤｝

-4 -
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教育・研究予算の

実態調査の報告
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はじめに

「教育・研究に実質的に使用できる金が，ここ 2

～3年非常に続屈になってきた感じがするが，どう

なっているのか？ 文部省では 1講座当り 4～50 

0万円の予算が計上されていると聞くが． J これ

は，教育・研究の現場で働いている教職員の素朴な

実感であり量産聞である。京大職員組合では，日教組

大学部からの提起一一品すなわち，「教育・研究条件

の抜本的改善」のための全国的な運動（国会請願署

名および文部省への要求署名）を受け，これを大学

教職員の大多数におよぶ広範な運動とするため，教

育・研究予算の実態調査を行ない，そのデーターを

広く内外に知らせこの運動の展開に役立てようと，

昭和47年 11月から全学的に調査にとり組んでき

た。ここに報告するのはその実態調査（基礎調査

と典型調査：・・・・・・主として理学部）の概要であ
図

京大では各部局へ配当の際（定員＋現員）×iの方

式で配当されるので自動的にこの点線の部分が本部

留保となり，これが5～109ら（推定）に相当する額と

なる. 4 %の本部留保と併せると京大での本部留保

は2億円前後の額に達する－~に光熱水費の天引．

これは自11年度の実績にもとづいて差引かれる．更に

ここ数年特徴的なのは公務員のベースアップの名目

で節減されるのカ納4%，以上が各部局に共通的要素

であるが，肉3各部局の共通経費と予備望号・調整衆的

なものが天引される（ 10～15 % ）そして残りカ帯教

室，研究室現場へ配当されることになる。ここ数年，

光熱水焚の値上りと使用地が，予算の伸びを上廻り．

予備費的な部分の中での定員外職員の人件費の占める

割合が大きく増大している。（弘報 40号増員要求委

の実態調査）・・・・各教室・施段費ではそれぞれ運営経

費が年々糟大しているので実際に教育研究現場へ来る

のは文郎省積算の50%以下になる。文部省での積算

は誘座制（実験等）で，昭和46年度44 8.5万円あり

-5 -

3 第
る。

基礎調査

京大職組では，昭和42～4 3年項から一部の部

局を中心に予算の流れ（文部省一→大学本部一→各

部局ー→教室・施設一→研究室）の実態を追跡する

調査活動を進めてきた。これは，教育・研究条件の．

改善と財政公開運動の一環として，京大内での財政

の民主化に大きな役割を果してきた。今回の調査で

2-3の部局を除いて，この予算の流れの実態をほ

ゾ全面的に明らかにすることができた．第1図は経

常的研究費の主要部分を占める「教官当積算校費」

の配分実態を示したものである．（昭和46年度）

わかりやすく図示するため，文部省での積算がど

のように天引されていくかを講座単位で表わした。

まず文部省で6%留保され，大学本部中央経費とし

て4%留保，この他に欠員教官の単価の 1,1が本

部に留保される．これは図の左端の点線の部分で示

してある．
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るが，現場での手取りが 20 0万円程度になってし

まうのは第1図からも明らかである。文科等の場合

は比較的簡単な情造で学部で一指使用されている所

が多い．教集部は学科目制であるため，学部講座制

と直後比較できないので，教官積算単価を，講座制

の人員構成に合せて金額を合算し比率を求めた。但

し京大では，組合の要求も勘案され，昭和44年度

から絡差是正のため，学内処置として 40，もの積上

げが行なわれている．その結果でみても，学部講座

制の約%にしかおよんでいない。

ところで，文部省，大学本音色各部局中央の留保

金の使途i丸従来その全ぼうを知ることは不可能で

あった．時々，各部局で，有力教授の所へ追加配当

や，設備補助金等の名目で大枠の予算が突如E当さ

れることがあり昆令‘をもたれていたが，これは主に

各段階での留保金から還元されるものである．それ

ぞれの部局での純粋事務経費や共通的経費として使

用される分は，大体留保金の半額程度で，残りの約

半額はさまざまな形で遺元されている．その還元方

法は，多くの場合，部局の長等に一任され，その決

算も報告公表されず，ポス交的に行なわれる余地を

残している．理学部の場合，ここ数年来この配分は

主任会議で行なわれ，決算が協議会に報告されるよ

うになり，ガラス張りになってきた．大学本部の留

保金の運用についても，約 1億円相当の金額がさま

ざまな形で各部局等へ還元されるが，総合の財政公

開運動の進展に伴ない，その実態がある程度明らか

になって来ている．教養部への格差是正の 40%積

上げもここから支出されている．
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第2図は理学部配当の教官研究費（鰐隆平均）の

推移を示したものである。昭和42～3年頃までは

教官研究費の伸びはまだM繍だったが 43年度あた

りから伸びなやみになり，逆に科学研究費等，毎年

あてにすることのできないプロジェクト研究費が全

体として急激に伸び始めている（第3図）。参考のた

めに消費者物価指数｛平均）（昭和39年を 1とし
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を図示した。昭和 44年度頃から，実効研究費の低

下が目立ってくる。第2図での「定員化引上げ」部

分は，昭和 38年に当時の定員外職員が定員化され

たことにともなう人件費の吸上げで，定員化された

にもか〉わらず，今日でもその人件費の一部を校費

から天引されている．（昭和46年度で 17万円X

2 2人分）理学部では昭和44年度以降この吸上げ

分は，共通で負担しているが，それ以前は定員化の

人数に応じて各教室負担となっていた．（図では4

3年以前は推定額）．欠員にともなう勾の本部保

留分は，昭和47, 43, 42年度以外は推定額で

ある．

研究現場での実態（典型調査より｝

基礎調査であきらかにされたように，およそ 6割

にも減った校費が，学部内の配分方式にしたがって

教室・施設へとそれぞれ配分される．教室等の段階

での予算執行は教室によりさまざまであるが，経費

の内容から見た場合には．教室の基本的あるいは共

通的な経費と，研究のために直接使用できるいわゆ

る研究費とのこつに大別されよう．すなわち，基本

的共通的なものとしては，教室事務費，建物工場等

の維持管理費，図書費，定員外人件費などであり，

研究費とは，機器購入維持費，資料，材料費，計算

費，出版費，文献複写費などが主な内容である。こ

のような費自の分類にしたがって，今回の調査で理

学部では，数学，地球物理，動物以外の全教室と，

施設では，植物生態について，授費の使用内訳の

年次変化が調べられた。

すべての結果をここに示す余裕はないが，まず，

第4図に物理第日教室の場合を 1例として示しであ

る。教室への配分額は変動が大きいが，大ざっぱに

見て昭和41年から46年度までに暫糟して約 10 

%が6年間で増えている．ところが，教室共通経費

は， ζ の聞に約2倍近くに士智大し，その結果，研究

費は明らかに下降しつづけ， 6年間に 10%の減少

という，おどろくべき実態が判明した．
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研究費の総額ですでに減少している上に，院生・

ODの増加によって研究者（院生・教官） 1人当り

の研究費は 46年度では 41年度の7重別である。

物価上昇を考慮すると＇ 1人当りの実効研究費は半

減しているという異常さである．

理学部内での他教室でも，おおむね物 E教室と同

様の事情である。
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第 5閉には，調査された教室・庖設全部について，

研究者 1人当りの実効研究費の年次変化を示しであ

る。（生物々理では開設後まだ年数を経ていないの

で，経常的な財政状態に至っていないので図では省

いたれ調査期閣が教室によって異っているので，

ここでは，昭和46年度を単位としてある．この中

で，大半の教室等では，実効研究費が 46年度には

4 2年度の7割ほどに減少している．地鉱教室では

, 4 2年以来ほぽ一定を保っているのは研究者数が

大巾に変わっていないためであり，一方字物教室の

極端な現象；ま，研究者数の大巾増と定員外人件費の

増大によるものである。

定員外人件費の増加は，理学部の増員要求委員会

する賓国化政策が実は同和 42-3年頃から，経常

研究費の頭打ちという形で進められ，これとは逆に

科研費や，プロジェクト研究費の急増が見られ，こ

れと併行して，科研費の審査方式に対する文部省の

介入が強化されたことである。

このように教育・研究の現場が，財政的に貧困化

すれば，必然的に研究者は「金 Jを求める方向へ動

き，ここに財政誘導方式が容易に浸透する基盤がつ

くられていく。稲葉前文部大臣は，昨秋，国立大学

長懇談会において，大学改革にふれ「・・・・・・ それ

らの構想が大学改革の推進にあたって有意義である

と認められる場合には，筑波新大学の場合と同様大

学当局と相たずさえて，その実現を図るため，法改

の調査で明らかにされたように， 46年度には，理 正でも新しい立法でもなんでも，ご要請には応ずξ

学部全体で経常費の 17.5 %を占めるに至っている

（弘毅40号）。今回の調査で判ったことは，各教

室の基本的あるいは共通経費の増大は，ほとんどが

定員外人件費によるものであって，そのあおりで図

書費が一般には頭打ちの状況を呈している．出版物

の価格上昇率は，消費者物価指数の増大よりも一段

と大きい（ 4 5年基準で 46年はそれぞれ 126と

1日）事実を考えると，実効的図書費の減少も，研

究費に劣らずきびしい状態である．

このような事情が，あちこちの教室で利用頻度の少

ない雑誌の整理とか，図書の購入制限という現象と

してあらわれている。

実効研究費が7割とか5割とかに下っていれば，

当然研究規模の績少か合理化をしないかぎり，校費

以外の研究費に額って研究を維持する以外に方法は

ない。定員外職員の整理という方向が理学部内で最

近みられるのは周知のことであろり。一方，校費以

外の資金については，今回，理学部では充分な調査

はおこなわれなかったが弘毅40号でみてもわかる

ように，理学部全体としては，科研費の占める割合

が年に増大しており，外部資金への傾斜も強まって

いるであろう。

おわりに

以上が今回の調査の概要であるが，この調査で明

らかになった点は，われわれの実感が，具体的に示

されたことと，以前から指繍されてきた．大学に対

用意があります。」と述ベたと伝えられる。

このような財政面からの大学に対する管理統制を

はねかえすために，経常的な教育・研究費の大巾漕

績の運動が全国的な規模で大きく展開されることの

重要性を改めて穣認する必要があろう．

｛助手部会：大谷）

ノートバイオト口ン

の新設にあたって

こんど，理学部附置，植物生姥研究施設の特殊環

境生物部門に， ／ートパイオトロンという設備がつ

くられるようになりました。これがどんな目的をも

ったものであるかについて述べてみたいと思います。

先ず，そのまえに，生物環境調節学会がつくった

・パイオトロンとパイオトロンセンター．に記述さ

れている内容を引用して，パィ？オトロンについて申

土げてみたいと患います0 1 9 4 9年アメリカのパ

サデナにあるカリフオルニア工科大学に，植物生理

実験用の環境調節施設ができ，これをファイトトロ

ンと呼んでいます．ファイト（植物）という語をつ

けているように，これはもっぱら植物を扱う範備で

あることがわかります．

生物と，それをとりまく環境との相互関係を明ら

かにし，それによって生物の本質を究めるためには

-8 -
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環境を任意に制御できる実験装置が必要なものであ

ることは，古くから多くの生物学者が第噂していた

ところです．その意味からも，温度・湿度・明るさ

・照明1)時間など，いろいろの条件を与えることの

できるファイトトロンのできたことは，績物生理学

分野の研究進展の上で，実に画期的なことでありま

した．

そのうち，高等な績物だけでなく，ほ乳搬繭， ト

リ，昆虫などを対象にした範設も建設されるように

なりましたーそのため，生物学分野における環境調

節篇設を総称する言葉が必要となり，パイオトロン

という語が生まれました。もともとバイオトロンと

いう名称をつけたのはわが彊が最初です。 19 5 8 

年，東京大学食学部に建設された動物・植物兼用の

実験結設をバイオトロンと呼んだのですが，現在で

はー穀的な名4ホとして使われるようになりました．

そのため，育てる生物の種類によってバイオトロン

はいろいろな名で呼ばれています。

ほ乳類などにはズートロン，昆虫類にはインセクト

トロン，サカナなどにはアクアトロン，また人間専

用のものにはホモトロンなどとそれぞれ呼んでいま

す． ζの点ノートパイオトロンは材料の面からでは

なく．バイオトロンのもつ鳴能の面から，植物生態

研究鹿設から出された 19 6 9年の続算要求書には

じめて用いられた語であります．／ート（ gnoto) 

とはギリシヤ籍のgnotosを語源としてKnown

を意味しています．したがって高等生物を研究対象

とする場合，その生物環境は全く既知であるという

意味において，菌類，細着類，ウイルスなどの微生

物をふくまないか，あるいは既知のもののみふくま

れていることを意味することになります．それで，

無事または既知の微生物のみと共存させた条件，お

よびそれに加えて光・温室・食物など他の環境要因

をも帯胸できる実験装置を，われわれはノートパイ

オトロンgnotobiotron と呼ぶことにしてい

ます。既におわかりと思いますが，これは決して無

密だけを意味しているものではありません．

植物生態研究施設に建設予定されている／ートパ

イオトロンは4つの実験室から構成されていて，空

洞された実験室内にクリーンベンチ型のノートキヤ

ビネット 12台を設置する方式を基本とし，非無菌

対照宝としての小型パイオトロン CHNL -35W 

) 3台を併置するようにしております。なお，／ー

トキャビネットのうち高照度キャピネット 4台を備

える計画をたて、います。

ではこのような設備のなかで，どんな研究が計画

されるのであろうか．その 1つに遺伝学との関係、が

あります．古くから形質の発現に環境がどのように

働くかについていろいろと論じられてきました。遺

伝因子の発現とその程度の決定に環境がどのように

康帯するかを実験的に明らかにしようとする場合，

或いは適応の研究にも大変必要な設備であります。

われわれをとりまく自然環境は，人口増加，利用エ

ネルギーの増加，利用地下資源の漕加などのために，

，今までになく急速に変化しはじめています。こう

したとき，人聞をふくめてのすべての生物がどの程

度までの環境に耐え，これに適応して生活すること

ができるかを可能なかぎり実証することに迫られて

います．この点パイオトロンは予想される環境変化

を任意に造成して，生物適応のしくみ，適応の限界

などを追求できる唯一の装置であるといえるでしょ

う。また生物生産の研究にとっては大変有利な装置

ともいえます．つまり光周性・温周伎のもつ生物生

産における特徴を存分にコントロールできるからで

す。とくに／ートパイオトロンにおいては，微生物

による影響のない，生体内の物質代謝の実慈を知る

ことができます．

新しくできるノートバイオトロンは，従来の如く

部屋そのものを無菌に近い状態にする場合と呉って

温・混受を制御できる非常に清潔な部屋にクリーン

ベンチを列べてあって，無菌操作はこれらのクリー

ンベンチのなかで行うことになっています．ご承知

のように，クリーンベンチは，このベンチ内へ送り

込む空気ι消毒剤や蒸気諾司直法によらないで，高

儲包フィルターで猫過することにより，空気中に浮

遊する 0.3μ以上の粒子を除去し，清浄化する方式

です。このように空調された部屋にクリーンベンチ

を並べるという形式は汚染による危検率を分散し，

多くの研究者によって狭い設備が有効に使用できる

という点において今までにみられなかった特徴を備
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えております．部屋そのものを祭菌：こして操作する

方法の非能率的なことにくらべて，会〈新しい試み

であるところが大いに注目されています．

こ診で行われる研究にどんなものが考えられるか

について少し述べてみますと，先ず自然状貨におけ

る寓等植物は祭笥状態ではなく，また病原司留に成染

して病気になる病理現象とは別に，ごく普通の条件

下に生育し，正常とみなされる場合でも，常に微生

物と共存の状態で生活を営んでいます。そして実際

には，植物体の表面に附着している微生物とのあい

だに，主として物質交換a滑われ，相互反応のみら

れることがだんだんと明らかにされてきております

．具体的には，その一例として，徴生物による植物

ホルモンまたはその酌寝体の合成過程などが開通と

されています。これらの研究を発展させることは，

植物生産の問題を大きく進展さすことにもなるもの

で，研究の過程においてノートバイオトロンを是非

共必要としています．

また，動物に関してもiまず同じようなことが考え

られます。たとえば，飯繭の発育のメカニズムを明

らかにしていくために，食べものを完全合成飼料に

かえ， しかも需要箇状態にして生理実験を行うことに

より，物車化学的既知環境であるゼロ状態におけ

る生理現象を知ることができます．この状態の下で

，いろいろと環境条件を人為的に変化させていくこ

とにより，体内における物質代謝の内容がいろいろ

と変化してくるその基本型のようなものが細かく明

らかにされることになります．このようなことがい

ろいろと考えられるわけです．

まだ，ノートバイオトロンが建設されていないの

に，少し詳しく述べすぎた感がないわけでもありま

せんが，これからも皆さんの御協力を得て立派なも

のにっくりあげていきたいとJ思っておりますので，

その点どうぞよろしくおねがいいたします．

（植物生態研究艦設，特殊環境生物学部門，

加藤 勝）．

-] 0 -

編集責任

京大犠員組合理学部支部

教官部会世話人会

代表藤沢久雄


